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会 議 結 果 報 告 書 

 

 

１ 定例会 

 

２ 開会日時    令和３年１０月２９日（金）午後１時２６分 

 

３ 閉会日時    令和３年１０月２９日（金）午後２時１５分 

 

４ 出席者     教育長  委員 ４人 

 

５ 議決件数    １件 

 

６ 議決の状況   原案可決    １件    承  認   ０件 

          一部修正可決  ０件    同  意   ０件 

          継続審議    ０件     

 

７ 議事録     別添のとおり 
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教育委員会定例会議事録 

 

１ 会議年月日   令和３年１０月２９日（金） 

 

２ 招集の場所   くすのきプラザ ２Ｆ 研修室 

 

３ 出席者 

          教育長  新田 憲章 

          委 員  坂田 眞澄 

委 員  上之園 公子 

委 員  神原 謙治 

委 員  松本 真奈美 

 計 ５人 

 

４ 議事日程 

  日程第１  議事録署名委員の指名 

日程第２  教育長報告 

       【会議等】 

・１０月１４日（木） 市町教育委員会教育長ミーティング 

・１０月２２日（金） 管内教育長・部・課長等会議 

・教育費の上半期予算執行状況報告 

【学校教育関係】 

        ・府中中学校民間プールを利用した水泳授業について 

・ＩＣＴ関連の状況について 

【社会教育関係】 

 

日程第３ 第９号議案   令和３年第５回府中町議会臨時会に提案される教育委員会関係の

議案等に対する意見について 

  

５ 職務のため会議に出席した者 

教育部長      榎並 隆浩    教育委員会事務局主幹    大神 規正 

総務課長      岩﨑 雅男    学校教育課長        立花 淑子 

社会教育課長    山本 進一    総務課課長補佐兼総務係長  松林 亮 

総務課事業調整員  小路 靖子 

 

６ 議事の内容 

（開議 午後１時２６分） 
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教育長    それでは、出席委員が定足数に達しておりますので、ただいまから定例教育委員会

会議を開催します。 

本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりでございますが、よろしいでしょ

うか。 

 

（異議なし） 

 

教育長    ご異議ないようでございますので、そのようにいたします。それでは日程第１「議

事録署名委員の指名」を行います。府中町教育委員会会議規則第１８条第３項の規定

により、私と松本委員を指名することとしますが、よろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

教育長    では、次に参ります。日程第２「教育長報告」を議題といたします。 

教育長報告をいたします。５件ございます。 

【会議等】 

まず「会議等」です。３件ございます。 

〇１０月１４日（木)  市町教育委員会教育長ミーティング 

１件目は、市町教育委員会教育長ミーティングについてです。１０月１４日木曜日

に、令和３年度第２回が行われました。県教育委員会から、参与他管理主事等の４名

と西部教育事務所長の計５名の訪問がありました。県教育委員会の施策説明等の後、

本町教育委員会からは、府中緑ヶ丘中学校の事案以後の取組状況およびＩＣＴ活用状

況や医療的ケア児の就学状況について説明し、医療的ケア児就学への人事的支援を要

望しました。その後、府中緑ヶ丘中学校を視察し、県教委の視察者から大変高い評価

をいただきました。 

〇１０月２２日（金) 管内教育長・部・課長等会議 

２件目は、西部教育事務所管内教育長部課長等会議についてです。１０月２２日金

曜日に開催されました。西部教育事務所管内には６市５町ありますが、２回に分けて

開催されました。今回は、呉市、江田島市、竹原市、府中町、海田町、大崎上島町が

参加しました。教育長の部会においては、ＩＣＴ関係の実施状況等の情報交流がなさ

れました。 

〇教育費の上半期予算執行状況報告 

３件目は、教育費の上半期予算執行状況について報告します。配付資料をご覧くだ

さい。上半期９月末の予算執行状況一覧を用意しました。執行率が４０％未満の事業

について説明します。新型コロナウイルス感染症予防のため事業の執行率が低いもの

に○印、下半期に執行予定のため執行率が低い事業について●印をつけています。詳

細については、総務課長が説明します。 

 

総務課長   総務課長です。それでは、教育費上半期予算執行状況について説明いたします。資

料は、３ページの欄外に記載していますように、本年９月末現在で、執行率が４０％

以下の事業について網掛け表示をしております。その内、備考欄に○表示の事業が、

新型コロナウイルス感染症の影響による事業の中止等により執行率が低くなっている

事業です。また、●表示の事業は、下半期に主な予算執行がある事業となっておりま

す。 
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それでは、執行率が４０％以下の事業について、その要因等について説明いたしま

す。番号２学校体育施設開放事業は、執行率が０．００％です。体育館の照明の球切

れなどの修繕費用ですが、例年、卒業式を控える年度末に一括して修繕執行を行うた

め、９月末現在での執行がありません。続いて、番号１３子育てのための施設等利用

給付事業は、執行率が３５．９２％です。幼稚園への通園に対する保育料を補助する

事業ですが、月ごとの実績による翌月支払いの事業であり、９月末での支払いが５ヶ

月分であることから執行率が低くなっています。続いて、番号１４志を育てる教育事

業は、執行率が８．８４％です。新型コロナウイルス感染症の影響により、上半期は

講師の招聘が難しかったため、執行率が低くなっております。なお、下半期では各学

校での事業実施を予定しております。続いて、番号１６就学関係事業は、執行率が

２．４４％です。主な事業である就学時検診の実施が１１月となっているため執行率

が低くなっています。続いて、番号１９小学校就学援助奨励事業は、執行率が３３．

０６％です。修学旅行や野外活動の援助費が下半期となっていることなどにより、執

行率が低くなっています。続いて、番号２０小中連携教育充実事業は、執行率が１

４．３４％です。主な事業である公開研究会が、１１月１７日に実施予定のため、上

半期の執行率が低くなっております。続いて、番号２２中学校就学援助奨励事業は、

執行率が３１．２３％です。番号１９と同様に修学旅行や野外活動の援助費が下半期

になることなどにより、執行率が低くなっています。続いて、番号２４コミュニティ

スクール運営事業は、執行率が０．００％です。この事業は、年度末の一括払いであ

るため、９月末現在での執行がありません。続いて、番号２６中学校管理運営事業

は、執行率が３９．３１％です。新型コロナウイルス感染症の影響により、児童生徒

が参加する安芸郡での大会などが中止となり、大型バスの借り上げ業務が不要となっ

たことや、府中中学校の民間プール事業の開始時期がずれ込み授業数が縮小したこ

と、また、卒業関係の支出が年度末に集中するため、執行率が低くなっております。

続いて、番号２８中学校保健管理事業は、執行率が２５．８６％です。学校医への年

額報酬の支払いが年度末であるため、執行率が低くなっています。続いて、番号２９

小学校保健管理事業は、執行率が２０．８３％です。番号２８と同様に、学校医への

年額報酬の支払いが年度末であるため、執行率が低くなっています。続いて、番号３

１公民館活動事業は、執行率が３０．６３％です。新型コロナウイルス感染症の影響

により、主催事業が中止又は延期となったため、執行率が低くなっています。続い

て、番号３３体験活動推進事業は、執行率が０．００％です。この事業は、各校の野

外活動が１０月以降に実施予定となっているため、９月末での執行がありません。続

いて、番号３８下岡田官衙遺跡保存・整備事業は、執行率が２１．２２％です。新型

コロナウイルス感染症の影響により、記念講演会を中止したため、執行率が低くなっ

ています。続いて、番号３９夏期学校プール開放事業は、執行率が０．００％です。

新型コロナウイルス感染症の影響により、プール開放事業を中止したため、執行はあ

りません。続いて、番号４２成人式事業は、執行率が５．６４％です。これまでに５

月に実施した令和３年の成人式による支出が少しありますが、令和４年の成人式が来

年１月１０日に開催予定となっており、大部分が下半期の支出となるため、執行率が

低くなっています。続いて、番号４９放課後子ども教室推進事業は、執行率が７．４

４％です。新型コロナウイルス感染症の影響により、上半期の事業を中止したため、

執行率が低くなっています。教育費全体での執行率は７７．３０％となっており、下

半期においても適正な予算執行に努めてまいります。以上です。 

 

教育長    【学校教育関係】 

次に学校教育関係について２件報告します。 

○府中中学校民間プールを利用した水泳授業について 
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１件目は、府中中学校民間プールを利用した水泳授業についてです。６月実施を計

画していましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、１０月開始となりまし

た。１９日火曜日から実施しております。 

○ＩＣＴ関連の状況について 

２件目は、ＩＣＴ関連の状況について報告します。先日、府中東小学校に委員の皆

様で訪問いただき、ＩＣＴ活用の授業を参観いただきました。先日の校長会におい

て、各校の状況の報告がありましたので、学校教育課長から 1件目とあわせて詳細の

報告をいたします。 

 

学校教育課長 学校教育課長です。まず１件目は、府中中学校民間プールを活用した水泳授業につ

いてです。府中町教育委員会では、１０月１９日火曜日から府中中の体育科の水泳授

業を民間施設、サン府中スイミングスクールで試行しています。これは、更衣室の入

っている付属棟が耐用年数を超えていること、屋外プールも耐用年数が迫っているこ

とから建て替えの場合と比べ、費用対効果が大きいことから民間プールの活用を考え

ました。民間のプールを活用するメリットとしましては、コスト面だけでなく、猛暑

続きの夏場の熱中症リスクも回避するなど天候に関係なく授業ができること、専門の

インストラクターが生徒の実態に合わせた習熟度別コースで個に応じた指導ができる

こと、水質管理やごみなど異物を取り除くことを行う教員の負担軽減などがありま

す。授業を受けた生徒からは、季節や天候によらず水泳授業ができて嬉しい、インス

トラクターの先生に泳ぐコツを教えてもらい、泳げるようになって嬉しいと言った声

があがっています。来年度以降の方針を考えていくためにも、教員及び生徒にアンケ

ートを行うこととしています。 

続いて、２件目のＩＣＴ関連の状況についてです。先日は、府中東小学校のＩＣＴ

活用状況の参観をありがとうございました。ご覧いただきましたように、各校ともに

発達段階に応じてデジタル教科書、ドリル学習、あるいは一度に意見を書き込むこと

ができる Jamboardといった協働解決アプリを活用した授業に取り組んでいます。ま

た、コロナ禍や災害等においても学びを止めないために、一人一台端末を活用した授

業の準備を進めています。持ち帰るにあたりまして、８月３０日に教職員向けの研修

を行い、９月から各校において持ち帰りを想定した一人一台端末を利用した授業の練

習を行いました。そして１０月からは、持ち帰りの準備が整った学校から、児童生徒

は一度パソコンを持ち帰り、各家庭で接続テストを行い、オンライン授業ができるか

を試行しているところです。府中小学校は、１０月１４日木曜日から１７日で持ち帰

りを試行しました。同意書の提出がまだだった８名についても、教員からの連絡によ

り全員から同意がありました。南小学校は、本日２９日金曜日に持ち帰ることとなっ

ています。中央小学校は、１０月２２日金曜日から２４日で持ち帰りを試行し、さら

に２８日木曜日にもう一度持ち帰りを行い、子どもの端末で１１月６日土曜日に行う

学習発表会の配信に備えることとなっています。東小学校は、他校の取り組みを参考

にし、１１月中旬に持ち帰りを計画しています。北小学校は、本日２９日金曜日に持

ち帰ることとなっています。YouTubeなどほかのアプリは触らないように指導して持

ち帰らせるということでした。府中中学校は、１０月１５日金曜日から１７日で持ち

帰りを試行し、１１月１５日月曜日にオンライン授業を予定しています。府中緑ヶ丘

中学校は、１０月１日金曜日から３日に持ち帰りを試行し、１０月６日水曜日の午後

に学校と家庭をつなぐオンライン授業を行いました。オンライン授業を行うにあた

り、学年の先生同士で操作方法などを教え合い力量を高めています。また、授業を受

けた生徒からは、家庭でも授業が受けることができ楽しかったと言った意見も出てい

ます。なお、通信環境のない家庭のうち、就学援助世帯で希望された家庭にはＷｉ-Ｆ

ｉモバイルルーターを貸与しています。今後としましては、持ち帰り試行を終えて、
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Ｗｉ-Ｆｉの接続状況やオンラインでの指導における課題を洗い出し、いつでも持ち帰

りができるように準備をしていきます。以上です。 

 

教育長    【社会教育関係】 

今回は、社会教育関係の報告事項はありません。報告は以上です。それでは、会議

等と学校教育関係で、今事務局から報告がありました件について質疑をまず受けて、

次に委員さんからの報告、ご意見等を受けたいと思います。それでは今の報告等につ

いて、質疑等ございますか。 

 

坂田委員   学校に訪問して感じたことを言います。児童側のメリットとして、子ども達がＩＣ

Ｔ機器に慣れていて、自然と学ぶツールとして成り立っているように思いました。学

習意欲を高めることに間違いがないという風に思いました。授業中にぼんやりした

り、他のことが気になって仕方がない子が、操作をすることによって、手を動かし考

えることができて、次から次へと探求していこうとすることができるようにはなりま

した。懸念だと思ったのは、視力低下や姿勢が崩れるなどの健康面。それをなくすた

めには、目を休める時間の確保とか、休憩時間は外で遊ぶということをやっていけた

らと思いました。学習の定着度ですけど、タブレットばかりやっていると、漢字を手

書きで書く時間も確保していかないと定着しないんではないかと思いました。先生側

のメリットとして、子ども達に理解させるために、様々な資料や準備物を今まで用意

していたわけですけど、それに随分時間がかかっていました。それが短時間で済むと

いうことでいいと思います。具体的に言うと、各教科によっては模造紙に書いてそれ

を掲示するとかやっている。それがなくなる。それから、ＩＣＴを使うということ

は、大きな資料を持ってくる必要がないということで、大きな世界地図、日本地図、

立体模型地図を持ってきていたんですけど、ＩＣＴを使うと立体地図もあって、画面

を動かすことによって真上から見るとか、横から見るとか、色んな角度から見れて非

常にいいんじゃないかなと思いました。先生のメリットとしては、子どもと向き合う

時間が増える、働き方改革につながる。その時間を学力補習の時間に使えるというこ

とで学力向上につながると思いました。可能なら取組んではということで、学年が上

がるにつれ、ローマ字で入力する子が増えていたけど、見ていると６年生でも２割ぐ

らいの子がローマ字入力をしていました。ローマ字を学習するのは３年生からなの

で、少しでも将来につなげるためにローマ字入力ができるようにしてはどうか。ただ

その時間を確保するのが難しいとは思うんですけど、何とか出来たらいいかなと思い

ました。それと、タブレットの故意による破損かどうかというところですが、これか

ら出てくると思うんですね。それをきちっと解決していかなければいけないと感じま

した。以上です。 

 

神原委員   私も感じたのは、ツールという道具を与えることによって、子ども達は自発的に自

分達からもっとこういう使い方ができたらいいんじゃないかとか、そういう発想とい

うのは、やはり素晴らしいものがあるなと。大人より素晴らしいものがあるなと。自

由な発想で、こうしなければいけないではなくて、こういう使い方もできるんじゃな

いかという、新たな子ども達独自の発想ができることによって、どんどん独創的な新

たなものを自分たちで作れるんじゃないのかという可能性を感じました。先生方もす

ごく使い方とか勉強されていまして、生徒に関してもできていない子がいたら自発的

に教えに行ってあげるような生徒もたくさんいたので、すごくいいなと。これを使う

ことによって生徒同士の絆じゃないですけど、得意な子が少し苦手な子に教えあっ

て、全体を高めていくという道具になっているという意味では、すごく将来楽しみと

いうか、学力向上とか、興味がもっと増えるということを感じました。以上です。 
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松本委員   私も参観させてもらって驚くこともあるし、感動することもいっぱいあったんで

す。一番、今も思い出すのが、操作とか困っている子がいると、できている子がすっ

と来て、こうやるんだよと言って、それができた時、お互いが嬉しいというような目

で見つめあって、喜び合っている姿を見たとき、すごく感動したんです。一緒に喜べ

るというのも実はすごく大事なことなのかなと思ったので。ＩＣＴって大丈夫なのか

なと不安だったんですけど、子ども達ってどんな環境でもちゃんと溶け込むという

か、受け入れていて、私たち大人よりもすごいんだなというのを感じました。将来に

希望が湧くように感じました。見られて本当に良かったです。 

  

上之園委員  先生方が、有効かどうかとにかく使ってみようというのが感じられて、とかくＩＣ

Ｔの方がいいか良くないかみたいなことを議論しがちなんですけど、良くても悪くて

もとにかくいっぱいやってみて、その中で良かったかどうか。それは多分子ども達も

わかっていて、これは紙の方がいいとかというのも、そのあたりで子ども達の活用を

見出すのも、先生と一緒に試行錯誤しているというのが伝わってきました。それと、

子どもと向き合う時間の確保というのが、授業以外での時間確保に目が行きがちです

が、一人一人のことを把握できるので、子どもと向き合っているということ。それを

通して向き合っているということも一人一人がどこまでできているかというのも、そ

ういう使い方もあるのかなと思いました。ただ気になるのが、先生方が研修をするの

に、ベテランの苦手な先生が、若い先生を講師として毎週やっておられるのが、やっ

ぱり放課後の時間とかどこかで。そこの時間が研修ではあるんですが、そのあたりも

課題だと思います。別件で 1件質問なんですけど、民間プールのことで、プールを使

わせてもらうだけではなく、すごくメリットが沢山あるということで、インストラク

ターの方が、専門的に教えてあげる、それでアンケートを取るということがあったん

ですが、スイミングクラブの水泳と保健体育の体育の授業としての役割というのが、

少し違うのかもしれないので。子ども達が楽しかったとか、保護者が満足するという

ことの結果だけではなくて、保健体育の授業としてどうかというところで、例えば授

業の時間でやるんであれば、直接教えるのはインストラクターの方が教えるのが上手

としても、授業の流れとか、目当てとか目標は先生が中心になってインストラクター

の方と、特別講師とかチームティーチングとかいうことを少し意識しないと、学校教

育としての授業としてどうなのか。アンケートをとったらやっぱり子ども達はとにか

く沢山泳げるとか、満足度はあがると思うんですが、そこのところはやはり教育委員

会、それから学校の方と連携して、目的というところを明らかにしていかないと。少

し意識した方がいいのではというのが質問というか意見です。 

 

教育長    それについては、私の方から。あくまでもチームティーチングという形でしなきゃ

いけませんので、保健体育科の教諭がまずは指導のティーチャー１ということが原則

なので、学校教育の学習指導要領にそった内容で、アシスタントという形、チームテ

ィーチングのティーチャー２という形でインストラクターに入っていただくのを原則

とします。全部をスポーツ施設に、委託ということで任せるということはできないの

で、その辺も徹底していくということは重要だと思います。この間校長に確認はして

おります。 

       他に報告事項についてなければ、研修の報告を松本委員お願いします。 

 

松本委員   １０月２５日の月曜日１３時半から広島県女性教育委員グループ第１回研修会が、

Ｗｅｂ会議でありました。初めてこういう研修会に参加させていただきまして、いい

情報を沢山聞くことができました。最初に不登校等児童生徒への支援の充実に向けて
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という講話を聞いて学びました。不登校支援センターの蓮浦先生のお話を聞きまし

た。私が初めて聞いたＳＳＲという言葉にすごく心が動いたんですけど、スペシャル

サポートルームということだったんですね。不登校になって大変な状況の中で、子ど

も達が安心して来れる居場所という形を考えておられるということをしっかりと聞か

せていただきまして、初めてのことだったので勉強になりました。ＰＴＡの会長をし

ていた時に不登校の子達と触れ合う時期がありまして、そういう子達がいつも下を向

いて学校に来たり、しんどそうに来ている姿を見たことがあるんですけど、こういう

安心して通える場所というか、居場所があるということがすごく大切だなという風に

感じました。学校らしく見えない教室を目指しましょうとか、こういうことが自分に

はショッキングな初めて聞く言葉でした。校内で入室しやすい場所とか設定を考えて

おられることとか、個別の学習ができるようなレイアウトをされるとか、すごい取り

組みなんだなと、子どもさんに寄り添っているなと感じました。いろんな要因とか、

分析とかをすごくされていて、取り組まれていることがすごいと思いました。この取

り組みの中で、今実際支援をしているところが書いてあるんですけど、府中町はない

んだと思いました。でも、これを聞いていくうちに、学校の中でこういう子ども達が

安心できる場所とかいろんなことを取り入れて、府中町はすでにされているなと感じ

ました。他の市町の方は、自分のところももっと取り入れたり、全国に広がったらい

いなと言われたんですけど、府中町はもうこれはできているんじゃないかと感じまし

た。不登校は生徒も大変なんですけど、実は保護者の方もとてもつらく、気持ち的に

しんどいということも含めてサポートして支援をこれからもしっかりと。いい情報を

聞いたら提供して、頑張っていけたらいいなと思いました。とてもいい研修会でし

た。あと、廿日市市教育委員会の取組について実践発表がありまして、グループでデ

ィスカッションの時間がありました。参加させていただきありがとうございました。

終わります。 

 

教育長    ありがとうございます。その他、ご質問やご意見等ございますか。 

 

（な し） 

 

教育長    ないようでございます。では次に参ります。日程第３、第９号議案「令和３年第５

回府中町議会臨時会に提案される教育委員会関係の議案等に対する意見について」を

議題といたしますが、本件については、成案となる前の議案の内容に係るものですの

で、審議は非公開が適当と思われ、非公開とする期間は、府中町議会に議案が提出さ

れるまでとすることが適当と思われます。第９号議案の議事内容について、非公開と

することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

（挙 手） 

 

教育長   出席委員の３分の２以上と認め、第９号議案については非公開とし、非公開期間につ

いては、議会に議案が提出されるまでとします。説明をお願いします。 

 

教育部長   教育部長です。第９号議案。令和３年１０月２９日。令和３年第５回府中町議会臨

時会に提案される教育委員会関係の議案等に対する意見について。令和３年第５回府

中町議会臨時会に提案される教育委員会関係の議案等に対する意見について、教育委

員会の審議に付する。詳細な説明は総務課長が行います。 
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総務課長   総務課長です。資料４ページからの第９号議案、令和３年第５回府中町議会臨時会

に提案される教育委員会関係の議案等に対する意見についてご説明いたします。本件

は、１１月５日に開催される府中町議会臨時会の議案として、府中町長に対し教育委

員会から提案を依頼しているもので、訴えの提起についてと、令和３年度府中町一般

会計補正予算（第５号）に係るものとなっております。 

それでは、訴えの提起についてです。説明の前に、今週の火曜日、１０月２６日に

元社会教育課長から訴えのあった、退職手当支給制限処分等取消請求事件の第一審判

決がありましたので、その概要についてご報告いたします。まず、本件に係るこれま

での経緯について簡単に説明いたします。令和２年２月５日午前５時６分頃、元課長

が広島市西区田方２丁目北交差点で、停車中の車両に後方から追突し、前方車両に乗

車していた者を負傷させる人身事故を起こしました。駆け付けた警察官による呼気検

査で、基準値を超える１リットル当たり０．２㎎のアルコールが検出されたことか

ら、同日午前５時４５分頃に酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。その後、

元課長は、同年２月１４日に道路交通法及び自動車運転処罰法違反により罰金７０万

円の略式命令を受けております。本事件について、府中町教育委員会は、当該職員が

飲酒運転撲滅のため職員を指導する立場にある管理職であったことや、飲酒運転中の

人身事故であること、このような非違行為が町民の町行政に対する信頼を大きく失墜

させたことなどから、同年３月１６日に元課長に対し懲戒免職処分と退職手当の全額

不支給処分を行いました。元課長は、この退職手当の全部不支給処分を不服として、

同年５月１１日に広島地方裁判所に処分の取消などを求め訴訟を提起したものでござ

います。判決の主な内容は、主文において、退職手当全額不支給処分の取り消しと、

元課長への退職手当の支払いなどを命じており、裁判所の判断として、元課長の酒気

帯び運転及び本件事故の発生は非違行為の程度として重いものの、長年の功労をすべ

て没却する程度に重大な背信行為に当たるとまでは到底評価できないとし、退職手当

支給制限処分は、社会通念上著しく妥当性を欠き、裁量権の範囲を逸脱し、これを濫

用したものと認められるから違法であるとしています。一方、本判決は退職手当の全

額を不支給とした府中町教育委員会の判断について裁量権の逸脱・濫用があったこと

を認めているにとどまり、退職手当の一部を不支給とする処分を行うことは制限する

ものでなく、一部不支給処分をするかどうか、同処分をする場合にどの程度の範囲で

不支給にするかは、第一次的には府中町教育委員会の裁量に委ねられているものであ

るともされています。当町としては、本件処分は飲酒運転撲滅に率先垂範して取り組

むことが求められる公務員の非違行為に対する適正な処分であると考えていること

や、同種事案の控訴審において、退職手当を全額不支給とする行政側の主張が認めら

れている事案もあることから、今回の判決を不服とし、本事件の控訴を提起するた

め、１１月５日の臨時議会に提出するものでございます。 

それでは、資料５ページをご覧ください。１控訴の当事者は、資料に記載のとおり

でございます。２第一審事件名は、広島地方裁判所令和２年（行ウ）第１５号退職手

当支給制限処分等取消請求事件です。３第一審判決の要旨は、（１）府中町教育委員

会が令和２年３月１６日付けで原告に対してした退職手当支給制限処分を取り消す。

（２）被告は、原告に対し、記載の金額及びこれに対する令和２年６月４日から支払

済みまで年３分の割合による金員を支払え。（３）訴訟費用は被告の負担とする。と

なっています。４控訴の趣旨は、（１）原判決を取り消す、（２）訴訟費用は、第一

審、第二審とも被控訴人の負担とするとの判決を求めることとしています。５訴訟遂

行の方針は、判決の結果、必要がある場合は上告するとしています。６管轄裁判所

は、広島高等裁判所です。 

続いて、資料６ページをご覧ください。令和３年度府中町一般会計補正予算（第５

号）についてです。学校教育課関係の歳出です。款）教育費、項）教育総務費、目）

事務局費、学校ＩＣＴ環境整備事業は、９５７万８，０００円の増額補正です。全学

校において、図書室での調べもの学習や教職員の授業準備に活用するため、図書室及
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び職員室、会議室への無線アクセスポイントを設置する費用と、そのほか教室に入れ

ない児童生徒が利用するために、相談室などに無線アクセスポイントを設置する費用

を計上しています。また、今年度、中央小学校においてクラスが増えたことに伴い、

２教室については、既存の充電保管庫を使用していましたが、充電機能が十分ではな

いため、新規で充電保管庫を購入する費用についても計上しております。なお、財源

としては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が全額充当されます。

説明は以上です。 

 

教育長    何かご質問等ございませんか。 

 

（な し） 

 

教育長    ないようでございます。よって日程第３、第９号議案については、原案のとおり可

決いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教育長    ご異議ないようでございますので、日程第３、第９号議案については、そのように

決します。 

以上で本日の議事日程をすべて終了いたしましたので、これをもって本日の会議を

閉会いたします。 

 

 

 

（閉議 午後２時１５分） 

 

  

 


